
お知らせ 

平成２７年６月１６日 

資料提供先：岡山県政記者クラブ、岡山市政記者クラブ 

※報道解禁：取締終了時刻以降 

【問い合わせ先】国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 
     TEL 086-214-2220（代表） 086-214-2472（管理第一課直通） 
     副所長（管理） 後藤 英夫（ごとう ひでお） （内線２０５）  
 （担当）管理第一課長   森末 幸己（もりすえ ゆきみ）（内線４３１） 
 （広報担当）計画課長  山下 英夫（やました ひでお）（内線２６１） 

 岡山国道事務所では特殊車両の適正な運行がなされるよう継続的な取締を実
施しています。この度、岡山東警察署の協力のもと下記のとおり実施しますので
お知らせします。 
 なお、国土交通省は平成２６年５月９日に「道路の老朽化対策に向けた大型車
両の通行の適正化方針」を定め、許可基準の見直し（別紙参照）や簡素化を行う
一方で悪質な違反者に対しては厳罰を課する方針としました。 
 そのため、平成２７年２月からは取締時に悪質な違反（車両総重量が基準の２
倍以上で通行）を確認した場合には告発の対象とする厳罰化を図っています。 

○日  時   平成２７年６月１７日（水） １３：３０～１５：３０ 
  場  所   一般国道２号  竹原簡易パーキング （別紙－１参照） 
○目  的   橋梁、舗装等の保全や交通安全のため、大型トレーラー等の特殊車両の通行に 
         あたっては、道路管理者の許可が必要となります（別紙－２参照）。 
          取締を行うことによって、制度の普及と違反車両に対する指導を行うものです。 
○留意事項  当日は現地取材が可能です。 
          なお、取締に関する報道の解禁は、取締日の１５：３０以降とさせていただきます 
         ので、ご協力をお願いします。 
 

        ※雨天等により取締を中止することがありますので、取締日当日の８：３０～１０：００ 
         に実施の有無について管理第一課までご確認ください。 
〇取締の流れ 
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違反が確認されれば警告や措置命
令（荷物の積替、通行中止等）を行い
ます。 



別紙－１ 

平成２７年度の取締結果 

措置命令 警告

H27.6.10 国道2号 備前市三石（三石交通監視所） 3 2 2 0

実施日 路線 取締場所 取締台数 違反台数

取締日時・場所 

〇日 時 平成２７年６月１７日(水) １３：３０～１５：３０ 
 場 所 一般国道２号上り 竹原簡易パーキング 岡山市東区竹原地内 
       ※こちらの場所では、重量計測は行いません。 
      

一般財団法人日本デジタル道路地図協会のデータベースを使用 

至 備前市 

竹原簡易パーキング 

至 倉敷市 
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バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一について

○国際海上コンテナ輸送⾞両に限り許可されていた駆動軸重（11 5ｔ【通常は10t以内】）○国際海上コンテナ輸送⾞両に限り許可されていた駆動軸重（11.5ｔ【通常は10t以内】）
をバン型等セミトレーラ連結⾞（２軸トラクターに限る特例8⾞種）にも同等の緩和を実施
※※但し、エアサスペンション但し、エアサスペンションを装着する⾞両などを装着する⾞両など、今回の緩和により道路運送⾞両法の保安基準適合となる⾞両が対象、今回の緩和により道路運送⾞両法の保安基準適合となる⾞両が対象

■駆動軸重の緩和 ■緩和対象⾞両（特例８⾞種）

国際海上コンテナバン型等（例として国内コンテナ）
※開封できない

■駆動軸重の緩和 ■緩和対象⾞両（特例８⾞種）

・バン型セミトレーラ

【現状】

最⼤積載重量 約30t
※開封できない※開封可能

・タンク型セミトレーラ ・あおり型セミトレーラ

最⼤積載重量 約24t

10t 11.5t

・幌枠型セミトレーラ ・スタンション型セミトレーラ

・コンテナ用セミトレーラ ・船底型セミトレーラ【緩和後】国際海上コンテナ輸送⾞両に限らず駆動軸重11.5tに緩和

・自動車運搬用セミトレーラ

最⼤積載重量 約30t

11.5t ※2軸トラクターに限る
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４５フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直しについて

○従来の40フィートコンテナより⻑い45フィートコンテナ（+約1.5m）の需要があり、45フィートコンテナに対応するためには、
⾞両⻑が17ｍを超える⾞両が⼀部存在⾞両⻑が17ｍを超える⾞両が 部存在

○そのため、45フィートコンテナを積載する⾞両を始めバン型等のセミトレーラ連結⾞（特例８⾞種）の⾞両⻑の制限を緩和
（17m→18m）※ただし、リアオーバーハングに条件あり

○また、通⾏許可の審査をする際にも、リアオーバーハングや交差点の交差⾓を考慮の上、審査条件を緩和

■審査条件の緩和 ※特殊⾞両通⾏許可限度算定要領より■全⻑の緩和（海上コンテナ輸送⾞両の例）
連結全⻑17.0mまで

審査条件の緩和
【現 状】

※特殊⾞両通⾏許可限度算定要領より

40ft

【⾞両分類０-1】【⾞両分類Ⅰ-1】

⻑の緩和（海 輸 ⾞両 例）

現 状【⾒直し後】

45ft

連結全⻑18.0mまで

14m<L≦17m 17m<L≦20m

⾒直し後
17mを超える⾞両でも、以下の条件付きで算定要領に定める
⾞両分類Ⅰによる審査結果と同等とする。

※リアオーバーハングとは
（後軸の旋回中⼼から⾞両後端まで）

⾒直し後 ⾞両分類Ⅰによる審査結果と同等とする。
→ 申請経路内の交差点の交差⾓90°以内 かつ

■緩和対象⾞両（特例８⾞種）■効果（海上コンテナ輸送⾞両の例）

１7mを超える⾞両でも、以下の条件付きで申請・許可の対象とする。

①全⻑17.5mまで リアオーバーハング※ 3.2 m≦L≦4.2m
②全⻑18.0mまで リアオーバーハング※ 3.8 m≦L≦4.2m

【⾒直し後】
連結全⻑17.0m超〜18.0m

■緩和対象⾞両（特例８⾞種）
※※海コンに限らずバン型等セミトレーラ連結⾞全体を対象海コンに限らずバン型等セミトレーラ連結⾞全体を対象

・バン型セミトレーラ ・幌枠型セミトレーラ ・自動車運搬用セミトレーラ ・スタンション型セミトレーラ

■効果（海上コンテナ輸送⾞両の例）

※40ftに対し積載容量
が約13%アップ

・タンク型セミトレーラ ・コンテナ用セミトレーラ ・あおり型セミトレーラ ・船底型セミトレーラ
45ft

※⼀部、17mを超える45ftコンテナ積載⾞両も
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